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Abstract

　This paper explores how the Conservative-Liberal Democrat Coalition government in the UK 

has used social enterprise for public service reform on the basis of the concept of ‘Big Society’, 

and aims to clarify how social enterprises can cope with pressure from the government.

　Firstly, the paper reviews the definition of social enterprise in the UK, and analyses the 

relationship between those organisations and the concept of ‘Big Society’. Secondly, the 

paper explains why the social enterprise promotion policy, which was launched by the 

previous Labour government, has been continued after the change of power through the 

use of a neoliberal policy paradigm. It is found that social enterprise has a high affinity for 

neoliberalism.

　The paper also explains the detail of ‘Public Service Mutuals’ that was introduced by the 

Coalition government, which is defined as a spin-off organisation from the public sector. 

In doing so, it shows that ‘Public Service Mutuals’ based on the concept of ‘Big Society’ are 

one part of a symbolic neoliberal policy and a part of the austerity policy. Finally, the paper 

points out that the social enterprise sector need to reflect on its own nature to overcome this 

situation.
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　Ⅰ　はじめに

　本稿では，非営利組織も範疇に含む社会的企業について，イギリス保守党がどのように彼ら

を公共サービス改革で活用しようと意図したのかを中心に考察する。その代名詞とも言える政

策スローガンが「ビッグ・ソサエティ（大きな社会）」であるが，この政策の背景にある思想と

社会的企業の関連性を明らかにする。これにより，政権獲得後に労働党政権（1997-2010）から

引き継いだ社会的企業振興策において，どのような連続性あるいは差異があるのかといった点

の解明が期待できると考える。また，政治動向を規定する政策パラダイムが及ぼす影響力に迫

ることで，社会的企業にとって政府が主導する支援や振興が持つ意味と留意すべき点を明らか

にできるであろう。

　一般的に，社会的企業やその関連の研究の場合，具体的なサービスを一般市民に提供してい

るため，個別の団体への調査が重要なのは論をまたない。他方，本稿で述べるように，イギリ

スでは 2000 年代以降に政権交代があろうとも，政府がこれらの団体を公共サービスの供給に

もかかわるように誘導し，またその支援を積極的に行うことを表明し続けてきた。社会的企業

自体は，非営利組織や協同組合などを中心とする多様な事業体が，社会貢献と事業の成功を両

立させる試みのなかから発展した新しいタイプとも言える
1）

。しかし，政府が政策プログラムに

その支援を組み込む以上，団体の活動に焦点を合わせるだけでなく，政府の意図も読み取らね

ばならない。そこで本稿では，その政策思想を中心に分析することとする。

　本稿の構成だが，次節ではイギリスにおける社会的企業の定義について簡単に紹介する。第

3 節で「ビッグ・ソサエティ」の言説そのものについて分析を行う。わが国におけるビッグ・

ソサエティ関連の研究動向もまとめることとする。第 4節では，政策パラダイムの観点から社

会的企業振興策の内実を検証する。その具体例のひとつとして，公共サービス改革でのサービ

ス提供部門の「ミューチュアル化」を第 5 節で取り上げる。「ビッグ・ソサエティ」という政

治スローガンに込められた意図と社会的企業振興策のつながりが見えてくる。最後に，このよ

うなイギリスでの展開からどのような示唆を得ることができるかを明らかにする。

　Ⅱ　イギリスにおける社会的企業

　

　社会的企業の定義に関する研究については，内外の研究者がすでに数多く行っている。本稿では

それらの紹介は必要最低限に抑え，イギリスにおける社会的企業の捉え方について簡潔に描出する。

　社会的企業の定義について，多くの論者が指摘するのはアメリカとヨーロッパの微妙な差異

であろう。一般的には，アメリカ型は非営利組織の商業化に伴う市場志向を持ち，社会問題に

取り組む事業組織を立ち上げる起業家（社会起業家）のアントレナーシップ重視といった点が

強調される。他方，ヨーロッパ型はサードセクター（非営利組織や協同組合のような非営利あるい

は営利を目的としない民間組織）の発展形態であり，集団的行動や連帯といった価値を重視する

とする［たとえば，Kerlin，2006；金川ほか，2012；Ridley-Duff，2015］。アメリカ型の場合，

たとえば第 1図のように営利志向の組織と非営利性を強調する組織が連続して分布する図で社

会的企業の特徴を表すことが多い。
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　ヨーロッパでは，上述のサードセクター内の非営利組織と協同組合の重なり合った，つまり

両者の性格を持った事業組織を社会的企業と捉える見解が強い。ヨーロッパの国際的な社会

的企業研究ネットワークであるＥＭＥＳの研究が，この立場の代表例である［Borzaga et al., 

2001 ＝ 2004］。さらに，協同組合の性格を強調する点も特徴にあげられる。具体的には，組織

の民主的な意思決定やステークホルダーの運営への参加といった点の重視である［Defourny 

et al., 2014, 48］。

　イギリスもヨーロッパに当然含まれるが，代表的な見解は，公共セクター（政府），営利セ

クター（営利企業），非営利セクター（非営利組織）の重なり合う領域に社会的企業を位置づけ

るとするものである［Leadbeater, 1997；Westall, 2001；Ridley-Duff, 2015］。一般的に，政府

が提供するサービスは市民生活に不可欠なものであり，公共性が高い。営利企業は市場を通じ

て市民の求めるサービスを提供するが，市場競争に生き残るために必然的に事業性を高めるこ

ととなる。非営利組織は，政府が提供できていないサービスを市民に，とりわけ何らかの不利

な立場に置かれている人たちに営利を目的とせずに提供する性格を持つため，社会貢献を意識

した組織と言える。つまり，これらの 3つのセクターの特徴を複数持つ事業組織として考える

見解ということになる。この関係性について，社会的企業もひとつのセクターとして捉える可

能性を込めて，政府，営利企業，非営利組織の 3つのセクターと社会的企業の関係を描いたも

のが，第 2 図である。社会的企業の独自性を強調するだけでなく，政府からの自立度を縦軸，

第１図　社会的企業の営利・非営利の分布のイメージ

出所：カーリン［2008］，p.4.
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第２図　セクター横断型の社会的企業のイメージ

出所：Westall ［2001］，p.9.（一部改変）
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寄附や補助金への依存度を横軸とすることで，重複部分の意味合いをより明確にしたものであ

る。

　このように社会的企業の定義は論者の立場によって差異が存在するが，市民に必要とされる

サービスを提供するという意味において，実際の活動が大きく異なるわけではない。上記のそ

れぞれの定義は，理論化や国際比較の観点から差異が浮かび上がり，それを類型化したもので

ある。

　しかし，それぞれの国や地域の独自性は無視しえない。本稿で取り上げるイギリスの場合を

検討してみる。イギリスの場合，上述の 3つのセクターの重なりを強調する定義が代表例とさ

れるが，これは最初期の研究［Leadbeater, 1997］の影響だけでなく，2000 年代以降の労働党

政府が社会的企業を公共サービスの新しい担い手あるいは補完的な存在として期待し，積極的

に支援を行ったことも影響したとされる［Somers, 2013；八木橋，2018］。そこで，イギリス

政府が社会的企業に注目しだした 2000 年代初頭の定義を紹介する。

　その最初の定義は，「社会的企業とは，主として社会的目的を持った事業体である。彼らは

自分たちの目的のために主に事業やコミュニティにその剰余を再投資する。株主や事業主の利

益を最大化しなければならないといったことが事業の動機ではない」とするものである［ＤＴ

Ｉ , 2002, 7］。具体的には，「地域コミュニティにある企業，ソーシャル・ファーム，協同組合

のような共済組織」などであり，「社会的企業用の単一の法的モデル」もなく，「保証有限責任

会社，産業共済組合，有限責任株式会社」，さらには「法人化されていない組織や登録チャリティ

といった組織」も該当するとした［ibid.］。ここからは，地域社会のあらゆる事業体が，社会

貢献を目的に活動するなら社会的企業として扱うつもりであることがわかる。

　とはいえ，事業内容に社会貢献を掲げるため，一般的な営利事業体に大きな期待はできな

い。その点は当初より政府も認識しており，上述の定義と同年に公表された報告書「民間活

動と公益　　チャリティおよび広範な非営利セクターに関するレビュー（Private Action, Public 

Benefit : A Review of Charities and the Wider Not-For-Profit Sector）」では，公共サービス改革の新

たな担い手として非営利組織のチャリティ，営利を目的としない組織である協同組合や共済，

そして社会的企業への期待を表明した。報告書内では，チャリティや協同組合が社会的企業と

しても活動しやすくなる法改正も提言した。たとえば，チャリティの非営利以外の事業活動を

行いやすくするためにＣＩＯ（Charitable Incorporated Organisation，公益法人あるいはチャリティ

法人）の創設を盛り込んだことは，その代表例である［Strategy Unit, 2002］。

　イギリス政府は，多様な事業体をその目的次第で社会的企業として扱うことができるとしつ

つ，実態は公共サービスの性格から非営利あるいは営利を目的としない性質の事業体の社会的

企業化を望んでいたのである。本稿では，ブレア労働党政権からキャメロン保守・自民連立政

権に至るまで，この姿勢が大きく変わったわけではないという立場を取る
3）

。したがって，政

府の社会的企業振興策の文脈から，非営利組織（チャリティ）や営利を目的としない協同組合・

共済を社会的企業の基盤と見ていたと解釈する。さらに，この公共セクターも定義に含めてい

る点が，第 5節で論じるように，キャメロン連立政権においてより明確なかたちで示されるこ

ととなる。
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　Ⅲ　キャメロンの「ビッグ・ソサエティ」と社会的企業

　前節では，イギリス政府が社会的企業の基盤をどこに見ていたかを簡潔に考察したが，本節

および次節において「ビッグ・ソサエティ」の背後にある政策思想を分析する。

　労働党政権で始まった社会的企業振興策は，2010 年からの保守党と自由民主党の連立政権

においても否定されず，原則的に継続した
4）

。少なくともこの政策に関しては，両党に通底する

政策思想があると考えられる。この点については次節で論じることとし，本節では保守党が野

党時代に発表した「ビッグ・ソサエティ」の政治スローガンを中心にその内実を検証する。

　この政策思想の源流は，保守党の政策文書「より強い社会に　　21 世紀のボランタリー・

アクション（A Stronger Society : Voluntary Action in the 21st Century）」（2008年）である。序文でキャ

メロンは，ウィリアム・ベヴァリッジの『ボランタリー・アクション』［1948］の一節を引用

した［Conservative Party, 2008, 4］。それは，国家がすべてを監視する全体主義社会に対して，

自助と助け合いを基本とするボランタリー・アクションの「活力と豊かさ」が，「自由社会の徴表」

であり，「イギリス社会の顕著な特徴」とする箇所であった［Beveridge, 1948, 10］。

　同文書では，公共サービス改革においてチャリティなど非営利セクターにサービス提供を委

託するとしても，それは税金で賄うべきではないと主張した［Conservative Party, 2008, 58］。

また，社会的企業の発展が不十分だったのは政府が税金で支援していたからだとした。社会的

企業のさらなる振興には，社会的投資のための市場の発展が必要とし，（政権交代後の自分たちの）

政府の重点施策とすべきとしたのである［ibid., 48-50］。

　2010 年総選挙前には，政策文書「ビッグ・ソサエティの構築（Building a Big Society）」を発

表した。重要政策の筆頭に「公共サービス改革を行うにあたって，社会的企業に手助けしても

らうために，彼らを強化し，サポートする」と社会的企業振興策を掲げたのである［Conservative 

Party, 2010, 2］。2008 年の文書と同様に，労働党政権の公共サービス改革は資金のばらまきで，

社会的企業に十分な支援を届けらなかったと批判し，保守党はコミュニティ基盤型の社会的企

業に十分な資金を提供し，公共サービス改革につなげると主張したのであった［ibid., 3］。そ

の資金は行政の補助金ではなく，金融市場に疑似的な資金供給スキームからとした。

　総選挙後，保守・自民両党の政策合意として，「ビッグ・ソサエティ」が結ばれた
5）

。そこで

の「ビッグ・ソサエティ」の定義は，①より高いレベルの個人，専門家，市民および企業の責

任が伴う社会，②課題を解決し，自分自身の生活やコミュニティの改善を行うために，人々が

協力し合う社会，③進歩を導く力は，社会的責任であり国家による統制ではない社会，とされる。

主要課題は，ⅰコミュニティに対するより多くの権限付与，ⅱコミュニティでの活動的な役割

の奨励，ⅲ中央政府から地方自治体への権限移譲，ⅳ協同組合，共済，チャリティおよび社会

的企業の支援，ⅴ政府データの公表，とされた［中島（智），2016, 16-19］。社会的企業支援も

盛り込まれたのである。社会的企業支援関係で重要なのは，銀行の休眠口座の預金などをもと

に社会的企業に資金支援を行う「ビッグ・ソサエティ・バンク」の設立が盛り込まれたことで

ある。上述の資金供給スキームの具体化を目指したのである。これは，「ビッグ・ソサエティ・

キャピタル」と名称を変えて 2012 年に実現した
6）

。

　この一連の過程から，以下の点が指摘できる。まず「市民社会」の強調である。ベヴァリッ
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ジの『ボランタリー・アクション』は，自立した市民による自助と助け合いによる社会の重要

性を福祉国家構築期に主張したものである。この一面をうまく借用したのである。実際，2008

年報告書の序文でキャメロンは，「ボランタリー・セクターを構成するのが，チャリティ，社

会的企業，協同組合，コミュニティ団体」であり，「サードセクターと呼ばれるのはまったく

もって不正確」と手厳しく批判した［Conservative Party, 2008, 4］。労働党政権の設立したサー

ドセクター局（ＯＴＳ）は失敗とし，保守党が政権を獲得すれば「市民社会局（Office for Civil 

Soceity，ＯＣＳ）」を設置するとした［ibid., 74-75］。公共セクター，営利セクターでもない，

第三のセクターを意味するサードセクターという名称すら否定したのである。公共サービス改

革の担い手は，サードセクターではなく市民社会そのものだと主張したわけである
7）

。

　次に，行政の補助金によるサードセクターへの支援に対する強烈な拒否感である。ベヴァリッ

ジの全体主義社会批判を引用したように，市民社会が地域の問題に自発的に対処することこそ

が，公共サービス改革にとって不可欠という意識である。政府は，あくまで彼らに資金が融通

されるようにサポートするだけなのである。納税者の意向とは関係なく，サードセクターに補

助金などのかたちで税金が配分されるような優遇はやめるべきという主張となる。これが，ビッ

グ・ソサエティ・キャピタルの設立や社会的投資市場の整備といった政策につながった
8）

。

　そして，この市民社会を意味するものが，チャリティや協同組合といったベヴァリッジが述

べたボランタリー・アクションの精神に基づく団体なのである。これらは，「博愛主義的動機」

に基づくチャリティなどの非営利組織，「相互扶助動機」に基づく協同組合や共済などに分類

できる。いわばイギリス版のサードセクターの呼び方である［八木橋，2018］。ベヴァリッジ

のボランタリー・アクションをイギリスの社会的企業の源流とする認識は社会的企業関係者

自身も持っており［Participle，2008］，社会的企業の起源として扱うことができる［八木橋，

2016；八木橋，2018］。

　市民社会の団体のうち，とりわけ事業性を強調する社会的企業は，自立や責任という意味で

はまさに好都合の存在だったと言える。「ビッグ・ソサエティ」とは，サードセクター総体を

重視するような支援は拒否しつつも，社会的企業の基盤となるサードセクター内の個々の組織

には依然として支援継続を表明したというわけである。労働党政権ではサードセクターの資金

援助そのものが重要であったが，保守党の「ビッグ・ソサエティ」では支援資金を削減する

代わりに，個々の組織が自主性を発揮することに期待を寄せたわけである［Milbourne et al., 

2013, 487］。

　本節の最後に，わが国における「ビッグ・ソサエティ」に関する分析，あるいは社会的企業

との関連性について触れておく。先行研究の確認である。本稿と同様に，キャメロンの野党時

代の関連発言から精査し，保守党内の保守主義イデオロギーの変遷と絡めたものとしては，渡

辺［2015］の研究があげられる。公共サービス改革との関係からは，永島［2011］や平方［2017］

の研究がある。また，キャメロン連立政権は緊縮財政を実施するが（後述），それに伴う福祉サー

ビス削減の影響を非営利セクター（社会的企業を含む）の役割の強化で乗り切る意図があったと

するものもある［たとえば，藤森，2011；藤井ほか，2011；兼村，2014］。そのほか，「ビッグ・

ソサエティ」はイギリス福祉国家の系譜に連なるとする研究もある。福祉政策において民間団

体を重視する姿勢，つまり市民社会の役割の強調は，イギリス福祉国家の伝統的な特徴であり，
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「ビッグ・ソサエティ」も字句通り社会の役割を強調する点でその範疇に含まれるという指摘

である［近藤，2015］。

　「ビッグ・ソサエティ」と社会的企業との関係そのものについては，藤井ほか［2013］や公

益法人協会［2015］といったイギリスのサードセクターを多角的に論じる著作において触れら

れている。野党時代の保守党の社会的企業関連政策については，中川［2009］がすでにその原

点から検証を行っている。これらの研究からは，公共サービス改革での社会的企業の活用とい

う点で党派を超えて一致するが，緊縮財政の正当化，個人や民間団体の自主性への信頼の強調

といった点では，保守党側の特徴が確認できる。

　以上から，わが国においても「ビッグ・ソサエティ」自体や社会的企業との関連などを分析

する研究は，すでに数多く存在していることがわかる。また，保守党の野党時代の初期構想か

らはすでに 10 年を経過し，主唱者のキャメロン自身も退陣しているため，現実の政策動向か

らはかけ離れた，いささか古ぼけたテーマであることは否めない。にもかかわらず，本稿であ

えて取り上げる理由は，イギリスの社会的企業とその振興策との関連について，よりマクロな

視点で検証する必要があると考えるからである。そこで次節では，政策の持つイデオロギー性，

あるいは政策パラダイムに着目する。これは，本稿のオリジナリティであると同時に，社会的

企業とは何なのか，という本質的なテーマに回帰すると考える。

　Ⅳ　社会的企業振興策と政策パラダイム

　1997 年から 2010 年までの労働党政権では，行政とサードセクターの官民パートナーシップ

関係が強調され，その形態は「ローカル・ガバナンス」として注目を浴びた
9）

。このガバナン

スのしくみは公共サービス改革の切り札ともされた。しかし，当時の労働党政権の公共サー

ビス改革には，効率化優先の傾向があるとの指摘は早くから存在した［Davies, 2000；Davies, 

2004］。その傾向には，市場原理を強調する新自由主義的な性質があるとも分析されていた

［Davies, 2002；Geddes, 2006；Davies, 2011］。それゆえ，「ローカル・ガバナンス」には，新

自由主義イデオロギーに顕著な「自立」の倫理が潜んでいるとされた［Davies et al., 2012］。

さらに，この新自由主義には，多様な形態があれども，市場の拡大，国家改造，市民団体の参

加という特徴があったとデービスは指摘する［Davies, 2011, 108］。

　労働党政権の官民パートナーシップ路線と「ビッグ・ソサエティ」は，上述の新自由主義の

特徴で言えば，「市民団体の参加」という点で共通する。前節で触れたように，サードセクター

総体への補助金を基本とした支援は拒むが，個々の組織が自立してサービス改革にかかわるこ

とを推奨していたからである。社会的企業についても，補助金ではなく，社会的投資といった

かたちでの市場からの融資で運転資金を調達し，サービス供給にかかわることを求める。新自

由主義的な「自立」の価値観からすれば，論理的に矛盾はなかったからである。公共サービス

改革における官民のパートナーシップは継続するが，その形態は「セクター横断型の公共サー

ビス供給と一体となった，地域のボランティアや起業家的な活動に焦点を絞る」ものとなった

のである［Milbourne et al., 2013, 492-493］。

　また，コルベットらは，「ビッグ・ソサエティ」は保守的なコミュニタリアニズム（共同体主
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義）とリバタリアン・パターナリズムの混合物であり，「自由市場と社会的連帯の理論，後者

はヒエラルキーとボランタリズムを基盤とするが，この両者を統合する長期ビジョンで構成さ

れる」と指摘した［Corbett et al., 2013, 455］。リバタリアン・パターナリズムとは，「権力的

強制に頼ることなく，すなわち，行為者の選択の自由を狭めることなく（リバタリアン），一定

の有益な行動を促し，あるいは有害な行動を控えさせることで行為選択者当人の状況を改善さ

せるべく働きかける（パターナリズム）手法」というものである［那須，2016，2］。つまり，一

見すると行為選択者（たとえば市民や非営利組織）には選択肢が多様なようだが（サービス供給へ

の参加など），実際は政府など権力者側が望む方向へ誘導する（公共サービス改革による政府の財政

負担の軽減など），ということである。

　この捉え方は，デービスなどの労働党政権のパートナーシップ政策には新自由主義的な性質

が潜んでいる，との批判に通じる点がある。たとえば，新自由主義は反国家的ではなく，むし

ろ国家の役割に積極的な側面があり，それが自分たちの望む方向へ「強制」し，市民などを「規

制」すると指摘している［Davies, 2011, 110-111］。これは，コルベットらの見解，とりわけ

リバタリアン・パターナリズムに近いであろう
10）

。

　もちろん，労働党政権の社会的企業振興策を含む国内政策が，新自由主義へ振り切れていた

わけではなかった。あくまでその傾向があったということである。「ビッグ・ソサエティ」では，

これらの政策を取捨選択する際に，「社会的企業」をことさら重視したのであった。コルベッ

トらの言う自由市場と社会的連帯の統合に好適と思われたからである。

　したがって，イギリス（あるいは世界各地も）の社会的企業を検証する際には，やはり新自由

主義の影響という論点は避けては通れないということである。この社会的企業と新自由主義と

いう論点について，ニコルズらは，Ｔ．クーンのパラダイム論およびＰ．ホールの政策パラダ

イム論（政策決定は科学的実践よりもイデオロギー的かつ規範的に行われるという制度論的見解）を援

用して分析を行っている。彼らは，1980 年代以降のイギリスにおける社会政策のパラダイム

シフトを分析し，そこから社会的企業と新自由主義の関係を析出した。骨子は次の通りである。

　まず，政策パラダイムをマクロ，メゾ，ミクロの 3つのレベルに分け，入れ子構造にあると

する。ミクロレベルが社会的企業パラダイム，メゾレベルが福祉複合体（福祉の混合経済）パラ

ダイム
11）

，マクロレベルが新自由主義パラダイムとした。政策パラダイムを入れ子構造とした

ため，ミクロレベルの社会的企業パラダイムは，メゾレベルの福祉複合体パラダイムに収ま

り，その福祉複合体パラダイムはマクロ

レベルの新自由主義政策パラダイムに

よって枠付けられているとしたのである

［Nicholls et al, 2017, 323-324］。

　ニコルズらは，マクロがメゾの政策パ

ラダイムを，メゾがミクロの政策パラダ

イムを枠付けする，つまり下位の政策パ

ラダイムは上位の政策パラダイムの規

範の中で政策を形成するとしたのであ

る。彼らの見解では，サッチャー政権期

第３図　入れ子構造の政策パラダイムにおける社会的企業

出所：Nicholls et al.［2017］，p.327
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（1979-1990 年）において，ケインズ的な社会民主主義から新自由主義にマクロレベルの政策の

パラダイムシフトが生じ，それ以降はマクロレベルでは新自由主義のパラダイムとする。した

がって，福祉サービス分野でのミクロレベルの政策パラダイム，つまり社会的企業パラダイム

は新自由主義を基調とするものとなる［ibid., 326-327］。

　もちろん，ブレア労働党政権は，市場の失敗として格差や貧困の問題への取り組みを重視し，

福祉サービス分野の政策を変更した。また，社会的企業などサードセクターを相補的なパート

ナーとして公共サービス改革にも取り組んだ［ibid., 330-332］。以前の保守党政権と比較する

ならば，ミクロレベルでブレア政権は政策変更を行ったことになる。

　しかし，ニコルズらの見解では，個別政策で方向性の変更は生じたが，マクロのパラダイム

シフトが生じていない以上，ミクロでも根本的な政策パラダイムの転換は生じていなかったと

なる。それゆえ，「ニューレイバー政権下［ブレア政権のこと，筆者註］での社会的企業政策とは，

伝統的でコーポラティスト的な福祉国家が公然と市場化および民営化されているという見解を

抑えるための「ひそやかな自由化（liberalization by stealth）」…のプロセスの一例」であり，「ビッ

グ・ソサエティ」はその傾向を推進するものとしたのである［ibid., 338］。

　また，2008 年に発生した世界規模での金融危機に伴う景気悪化も，「ビッグ・ソサエティ」

の構築を正当化し，さらには社会的企業の活用を後押しするものとなった。キャメロン連立政

権は，財政の改善を目指して発足後に緊縮財政に踏み切ったからである。地方財政への政府の

経常補助金は 4 年間で合計 28％削減とされ，地方自治体の予算が全体で 14％減になるとの予

測も出された。一方で，特定補助金の一般補助金化，補助金の集約など，自治体側が補助金を

利用しやすくなる措置も行われた［兼村，2014，38］。

　「ビッグ・ソサエティ」の背後にある政策思想は，新自由主義，つまり「自立」を促すものである。

一連の措置は，自治体による補助金利用の自由度を高めることを認めつつ，補助金など財政支

援そのものは削減するというものであった。地方に財政的自立を求めたのである。もちろん，

現実は厳しいものがあった。イングランド中部のレスターにおける緊縮財政の影響を分析した

事例研究では，福祉分野の厳しい状況が描かれている［Davies et al., 2016］。具体的には，ホー

ムレス関連の予算は 30％削減され，簡易宿泊所の閉鎖といった深刻なサービス低下につながっ

たのである。いくら予算の自由度を高めようとも，そもそもの総額が減っている状況ではどこ

かにしわ寄せがいくことは避けられない。しかも，当事者の発言権が弱い福祉分野，とりわけ

ホームレス支援のような分野では，アドボカシーを発揮するはずの非営利セクターも補助金を

削減されたため，その発言力を低下させ，関連事業は緊縮財政の煽りを受けたのであった。

　このような状況下では，補助金に依存せずとも事業を継続できる（と想定される）社会的企

業は，政府にとって期待できる存在だったのである。社会的企業は理念的には，予算削減に対

して民間事業者として柔軟に事業の効率化を行って対応し，地域住民にとって不可欠なサービ

スをボランティア精神に基づいて提供するからである。

　しかし，社会的投資は投融資をめぐる競争が存在するため，必ずしも事業者を資金面で安定

させるわけではない。社会的企業側は，ある程度期待できた補助金が削減された以上，資金集

めに奔走せざるをえないのである。さらに，営利企業が参入するような利益の上がる部門，つ

まり効率化も行いやすいような分野は，1980 年代以降のサッチャー政権時代の改革で民営化
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済みである
12）

。残されたのは，営利性が低くとも，高い専門性や責任が求められるような分野と

いうことになる。「ビッグ・ソサエティ」の名の下での公共サービス改革において，資金面で

不安があり，必ずしも行政と匹敵する専門性があるとは限らない社会的企業や非営利団体のみ

でこれを担えるのか，という疑問が生じるはずである。そこで，政府が打ち出したアイデアが

次節で触れる「ミューチュアル」である。

　Ⅴ　公共サービス部門の「ミューチュアル化」

　ミューチュアル（mutual）という組織は，第 3節で取り上げたように，相互扶助動機（mutual 

aid motivate）に基づいて活動する組織とされる。一般には，協同組合や共済が該当する。利益

の分配をまったくしないこと（non-profit）を非営利とし，利益が出た場合に一定の制限内で分

配を認めること（not-for-profit）と厳密に区別した場合，協同組合などは後者の組織となり，非

営利組織には含めないと解釈される［向井，2015，4-6］。しかし，相互扶助を目的とする経済

活動には，営利目的ではない性質もある。そこで，これらミューチュアル組織と非営利組織を

同じグループとして捉え，「社会的経済」と呼ぶこともある。

　では，本節で取り上げるミューチュアルとは何を指すのだろうか。端的に言えば，イギリス

の中央・地方の政府がスピンアウト［公共サービスの提供機関を独立させ，サービスの提供を

委託すること］させた組織を指すことになる。したがって，厳密には「公共サービス・ミュー

チュアル」という組織である。

　この「公共サービス・ミューチュアル」，あるいはその現象を指す公共サービス部門のミュー

チュアル化であるが，これは 2010 年以降の保守・自民連立政権時代に突然始まったものでは

ない。公共サービス改革自体は，それ以前の労働党政権時代から政治課題として認識されてい

た。第 3 節でも触れたように，社会的企業はその担い手として期待されていた。「ビッグ・ソ

サエティ」もその流れを引き継いだものである。しかし，労働党政権もチャリティなど非営利

組織の社会的企業化のみで，この改革を実現できると考えていたわけではなかった。2008 年

以降，公共サービス部門のミューチュアル化を促していたからである。具体的には，ＮＨＳ関

連のサービス部門や社会福祉部門でこのミューチュアル化を試していたのである。連立政権は，

中央地方の政府が提供する他の公共サービスへの拡大に踏み出したのである。ミューチュアル

改革を担当するモード（F. Maude）内閣府担当相も，2011 年に全公務員の 6 分の 1 相当にあた

る 100 万人以上がこれらミューチュアル組織に転籍できると発言していた［Hazenberg et al., 

2013, 8-9；Le Grand et al., 2018, 82-83］。

　「公共サービス・ミューチュアル」の先駆的存在として，ハーゼンベルグらはグリニッ

ジ・レジャー（Greenwich Leisure Limited, ＧＬＬ）やハックニー・コミュニティ交通（Hackney 

Community Transport, ＨＣＴ）をあげる［Hazenberg，2013，8］。両者は，自治体の財政悪化か

ら，サービス提供部門が独立，事業継続に成功した事例としてわが国でも紹介されている［た

とえば，内閣府，2009；鈴木，2009］。これらの事例があるからこそ，労働党および保守・自

民連立の各政権とも，公共サービス部門のミューチュアル化は十分に成算があると踏んでいた

と言える。以下，連立政権が「公共サービス・ミューチュアル」の検討を委ねた政府の独立委
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員会「ミューチュアルズ・タスクフォース（Mutuals Taskforce）」の議論に基づいて，この組織

の概要を説明する。

　まず，この委員会の設立のきっかけは，2010 年 11 月のモード担当相の演説で「公共サービス・

ミューチュアル」への方針が示されたことに始まる。彼は，ミューチュアルの狙いは公共サー

ビスにかかわる労働者の持つ「起業家的な意欲」を引き出すことだとした。さらに，公共サー

ビスは公私のどちらかのセクターが提供する，という従来からの手法とは異なる道を示すもの

が狙いともした［Mutuals Taskforce，2012，8］。2011 年 2 月には，内閣府から委員が指名さ

れてタスクフォースが設立された。独立委員会ではあるが，首相，副首相の支援を受け，モー

ド担当相とも緊密な関係にある組織であった。

　タスクフォースの委員長は，1990 年代から 2000 年代前半にかけて準市場論で名をはせたＪ．

ルグランであった［Mutals Taskforce, 2011, 3］。準市場とは，「公的なサービス供給体制を国

家財政から切り離し，財源調達と供給を分離した上で民間部門と競争させるプロセス」とされ

る［山本（隆），2002，49］。ルグランは自身の一連の研究において，経済市場でのアクターの

行動原理（たとえば，営利企業による利益の最大化，消費者の主体性）を公共サービスにかかわるア

クターの行動原理にも取り入れ，1990 年代以降の公共サービスの供給体制におけるパラダイ

ムシフトのイデオロギー面での正当化を図った［Le Grand, 2003 ＝ 2008］。その準市場では，

民間セクター間（営利・非営利問わず）の競争も前提となる。

　ルグランは，利他的な性格を持つ非営利セクターが公共サービス改革にとって有効であると

いう議論に対して，批判的な見解を示している。これらの組織が必ずしも公益的ではないから，

という理由である。非営利団体は，非分配制約に基づく組織であることは一般的な定義として

知られているが，信仰に基づく組織や労働組合など，それぞれの団体特有の利害は当然存在す

る。さらに，非営利団体は営利企業と比較して市場での競争にさらされていないことも指摘す

る［同上，97-100］。

　一方で，この非営利団体をめぐる議論の中に社会的企業も含めていた。「非営利を掲げてい

るものは，幅広く存在し，互助組織，社会的企業
4 4 4 4 4

，公益法人だけでなく，慈善事業，信仰に基

づいた組織，消費者や従業員の協同組合
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

［傍点筆者］」が該当するとしている［同上，97］。こ

の著書が公刊された時期は労働党政権時代であり，社会的企業の振興策が本格化した時期であ

る。ルグランは，社会的企業を非営利セクターの範疇に含め，さらに協同組合や共済とならべ

て論じていたのである。彼は，政府による準市場の創出（供給体制と国家財政の分離），選択・競

争の原理の導入が公共サービス改革に効果があると見ていた。非営利セクターもそのシステム

に参画し，生き残るためには競争に打ち勝つ必要があるとしたのである。

　このような見解を持っていたため，公共サービス部門を行政からスピンアウトさせて社会的

企業化すること，つまり「公共サービス・ミューチュアル」の創設は，その思想の延長線上にあっ

たと言える。また，ルグランは自身の研究［同上］で公共サービスにかかわる人たちの動機の

持ち方から，「騎士（ナイト）」（利他主義者）と「悪党（ネイブ）」（利己主義者）に分類できるとした。

しかし，専門職（医師，看護師，教師，ソーシャルワーカーなど）は困難に直面している人たちのニー

ズを満たすというサービスの性質から，「悪党」よりも「騎士」の動機が強いとし，「公共サー

ビス・ミューチュアル」は「悪党」的な営利企業よりも優位性があると主張した［Le Grand, 
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2013, 134］。

　タスクフォース設立後，政府の白書「開かれた公共サービス（Open Public Services）」におい

て，公共サービス改革の核心はミューチュアルの役割であるとされた［Cabinet Office, 2011, 

42-44］。 タスクフォースもこの点を強調したのである［Mutuals Taskforce, 2012, 8］。このよ

うな役割を求められた「公共サービス・ミューチュアル」について，その定義が重要となる。

　タスクフォースでは，①公共セクターから独立，②公共サービスの提供を継続，②従業員が

業務のコントロールに重要な役割を担う，という組織と定義づけた。なお，「ミューチュアル」

と「公共サービス・ミューチュアル」は，委員会の報告書内では同義とした。また，モデルや

タイプについても例示し，法的形態については多様性を認め，社会的企業の法人格であるコミュ

ニティ利益会社（Community Interest Company，ＣＩＣ），株式会社，協同組合も含めた。とく

にタイプにこだわらないとしたのである。ビジネスモデルについては，営利，営利を目的とし

ない（not-for-profit），社会的企業のいずれもありえるとする。所有形態やガバナンスについて

は，上述のように従業員が業務のコントロールに重要な役割を担うことが前提であれば，どの

ような形態もありえるとした。たとえば，従業員による一部あるいは全株式の所有，ガバナン

スへの利害関係者の参加，政府やパートナー組織とのジョイント・ベンチャーもありえるとし

た［Mutuals Taskforce, 2012, 9-10］。ルグランは，とりわけ従業員によるコントロールを重視

し，後の研究では「公共サービス・ミューチュアル」が市民やコミュニティのためにサービス

を提供し続けるのに必要な形態と強調している［Le Grand et al., 2018］。

　タスクフォースの 2011 年報告書では，先行研究をもとにミューチュアルの利点をあげ，そ

の導入を推奨した。それは，スタッフの欠勤の減少，離職率の低下，賃金の向上，パフォーマ

ンスの改善などといった点である。従業員が自分たちの業務をコントロールできることが要因

であるとした［Mutuals Taskforce, 2011］。2012年報告書では，「公共サービス・ミューチュアル」

のプロジェクトの情報が 100 近く内閣府に集まり，サービス分野も保健医療やソーシャルワー

クから，若者やレスキューなどに拡大していることを指摘した［Mutuals Taskforce, 2012, 25-

26］。また，この時点での成功事例や先駆的な事例として，City Health Care Partnership CIC（ハ

ル市やイースト・ライディング・オブ・ヨークシャーなどで地域保健サービスを提供），ＮＡＶｉＧＯ（ノー

ス・イースト・リンカンシャーでメンタルヘルス・サービスや介護サービスを提供），ＭｙＣＳＰ（2012

年 4 月に中央政府から初めてスピンアウトした「公共サービス・ミューチュアル」で，公務員年金を運営）

を報告書であげていた［ibid., 13, 22, 24］
13）

。

　もちろん，政府は単にスピンアウトを促すのではなく，2011 年 12 月に 1,000 万ポンドを基

金とする「ミューチュアル支援プログラム（Mutuals Support Programme，ＭＳＰ）」を開始し，

「公共サービス・ミューチュアル」の設立支援の姿勢を明確にした。その後，ルグランは内閣

府から個人的に得た情報として，2010 年に 9 つだった「公共サービス・ミューチュアル」が，

2016 年には 115 に増え，3 万 5,000 人を雇用，15 億ポンド相当のサービスを提供し，保健医

療，高齢者福祉，児童，図書館，教育などの多様な分野に及んでいるとした［Le Grand et al., 

2018, 83］。

　このように，「公共サービス・ミューチュアル」は規模と分野を拡大させている。しかし，

この動きに対する批判の有無，実態を確認する必要はある。これは，「公共サービス・ミューチュ
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アル」を社会的企業の一形態とする場合，重要な意味合いを持つと考えられる。

　ガーディアン紙は，ＭｙＣＳＰの創設の時期に，公共サービスのミューチュアル化の進展に

ついて，いくつかの難題を指摘した。ひとつは，起業家タイプのリーダーがいなければならな

いことと，彼らが事業経営に伴うリスクや法的責任を引き受けなければならない，という点で

ある。また，事業資金を集める点も課題とした。これらは，一般の民間ビジネスと何ら変わる

ことはない点である。つまり，過去にスピンアウトの成功事例はあるものの，あらゆる自治体

のあらゆるサービス分野で一般化できるものなのか，疑問を呈したのである。また，ミューチュ

アル化を実施した自治体は，一般の営利ビジネスと同様に，ミューチュアルの事業失敗に伴う

買い戻しの可能性を考慮に入れなければならないとし，ミューチュアル化のリスクを指摘した

［Cherrett, 2011］。サービスの性質によっては，他の民間組織で提供が困難な場合があるから

である。

　協同組合側も，コーポラティブＵＫの事務局長（Ed Mayo）が，政府の用語法への疑問や今

後の展開について警戒を見せていた。それは，言葉の定義が曖昧なままでは，ミューチュアル

という言葉を，民営化を覆い隠すものに変えてしまうというものであった［Gosling, 2014］。「公

共サービス・ミューチュアル」の重要な側面を見抜いていたのである。

　また，「公共サービス・ミューチュアル」の失敗例も存在する。ノーザンプトンシャーにおいて，

障害者や高齢者への介護サービスの提供機関をスピンアウトして 2012 年に設立されたオリン

パス・ケア・サービス社（Olympus Care Services Limited）は，2015 年に赤字に転落，2018 年か

らは自治体のサービス提供機関の一部として復帰している。顧客中心のサービス提供を行えた

ことは認めつつ，財務面での問題を乗り越えられなかったのである
14）

。また，ロンドンのランベ

ス特別区において，高齢者ケアのサービスを提供していたトパーズ・ソーシャルワーク社（Topaz 

Social Work CIC）は，2018 年に自治体から契約を打ち切られて解散している
15）

。これらは，上述

の事業失敗による買い戻しに近い事例と言える。たしかに少数の事例だが，特定のニーズを持

つ地域住民に必要不可欠なサービスを提供していた組織が，わずか数年で簡単に形態が変わる

ということである。自治体がサービスの継続を保証するとはいえ，住民への視点が弱くなって

いることは否めない。緊縮財政のもたらした影響であることは論をまたないであろう。

　「ビッグ・ソサエティ」の理念の下で現実的な公共サービス改革を実施しようとすれば，公

共セクターのスピンアウト，つまり「公共サービス・ミューチュアル」が手早く，確実な手法

であった。しかし，それは従前の民営化とどこが違うのか，という疑問を解消できない。ここ

までまとめた内容からも，緊縮財政政策の一環としての（新しい形態の）民営化と捉えるのが

妥当であろう。そして，このミューチュアル組織の多くが，社会的企業として事業活動を行う

ことを想定していたのである。前労働党政権下では，チャリティを初めとする非営利組織の社

会的企業化が社会的企業振興策の中心であった。キャメロン連立政権もその延長線上にあるが，

こと公共サービス改革については，緊縮財政を利用することで公共セクターの上からの社会的

企業化に一気に踏み込んだと言える。「大きな政府」の否定，官僚機構よりも柔軟な民間活力

の利用といった「ビッグ・ソサエティ」の理念からすれば，社会的企業は利用価値のある存在

だったのである。

　しかし，上述のようにすべての「公共サービス・ミューチュアル」が成功するわけではない。
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住民にとって不可欠なサービスの場合，失敗すれば自治体がふたたび行わざるを得ない。その

失敗の負債は自治体が補填することになる。公共サービスの「ミューチュアル化」の限界は，

認識しなければならないということである。

　野党時代の保守党がベヴァリッジの『ボランタリー・アクション』を強調したが，彼は福祉

国家黎明期において，拡大する国家への危機感から，イギリスの伝統に根差した市民社会の擁

護を意図して同書を公表した。市民社会を鼓舞するためと言える。一方，キャメロンがベヴァ

リッジに触れた意図は，国家の役割の縮小，撤退から生まれた公共空間を，自由社会の担い手

である市民社会自身で立て直すよう要請するものだったと言える。ともに市民社会の活力に期

待する点では一致するが，国家の立ち位置が真逆なのである。

　また，「ビッグ・ソサエティ」の論理では，市民社会の活力の現代的な徴表のひとつが社会

的企業であろうが，これまで述べてきたように，「公共サービス・ミューチュアル」が市民社

会から自発的に生まれたものとは到底言えない。たしかに，これらの組織の先駆けとしてグリ

ニッジ・レジャーが取り上げられるが，先行事例は市民の自発性に依拠していた。社会的企業

振興策，その先にある制度化が持つ矛盾について，つねに自覚しなければ，たんに利用される

存在に陥るということである。「公共サービス・ミューチュアル」は，その矛盾を体現した象

徴的な存在なのである。社会的企業の活動に期待すること自体が間違っているわけではない。

しかし，あらゆる問題の解決に役立つわけではないし，「公共サービス・ミューチュアル」の

ような政府主導の社会的企業が，本来の意味での社会的企業，つまりイギリスの文脈で言えば

「ボランタリー・アクション」に基づくものなのか，批判的に検証する必要があると言える。

　Ⅵ　おわりに

　

　本稿の目的は，イギリス保守党が 2010 年に政権奪還後，どのような思想に基づいて社会的

企業を公共サービス改革に活用しようとしていたかを考察し，その論理に社会的企業側がどの

ように対処すべきかを明らかにすることであった。

　政権獲得前後の保守党の国内政策の基底には「ビッグ・ソサエティ」の構想があり，それが

きわめて新自由主義的であることを指摘した。前労働党政権の施策を否定しつつも，社会的企

業の活用が継続した最大の理由として，社会的企業の存在そのものが新自由主義政策パラダイ

ムに位置づけられることをあげた。どちらの政権の社会的企業振興策も，セクター全体か個別

の事業組織かは関係なく，サードセクター中心であった。しかし，キャメロン連立政権では，

緊縮財政を理由とした公共セクターの「ミューチュアル化」が打ち出され，とりわけスピンア

ウトした組織の社会的企業化が奨励された。実際，2008 年の世界的な金融危機以降の緊縮財

政は，新自由主義イデオロギーから必然的なものであったと多くの論者が指摘している［たと

えば，Harvey，2012 ＝ 2013；Mouffe，2018 ＝ 2019］。「ビッグ・ソサエティ」とその構想下

での社会的企業振興策，とりわけ「公共サービス・ミューチュアル」が，社会的企業の新自由

主義への親和性の高さを白日の下に晒したことは間違いない。本稿は，この点を明らかにした

のである。

　しかし，社会的企業，より広範にはサードセクターがこの論理にどのように対抗すべきか，
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という点については，明確な対抗軸を本稿で触れることはできなかった。「公共サービス・ミュー

チュアル」の先駆的な事例（たとえば，グリニッジ・レジャーなど）には，緊縮財政の煽りによる

公共サービスの低下を，自治体や市民社会側が自発的に対応し，危機的状況を自力で乗り越え

た性質がある。しかし，その成果を政府が発見し，取り込み，制度化する時，現状では新自由

主義政策パラダイムに組み込まれるのである。政府によって体制に馴致されるとも言える。で

は，社会的企業は新自由主義政策パラダイム下での徒花なのだろうか。

　イギリスの場合，社会的企業の起源のひとつであり，政府も一貫して社会的企業化を促して

きた事業組織が，非営利組織，とりわけチャリティである。イギリスの非営利活動，ベヴァリッ

ジの用法ならボランタリー・アクションの団体のうち，博愛主義的動機に基づく団体のことで

ある。彼らは，新しい社会問題が噴出するたびに自己の活動を再定義して解決に取り組んでき

た。たとえば，第 1次世界大戦後の混乱期に戦争孤児の救済活動から，現在も国際的に活動し

ている「セーブ・ザ・チルドレン」が創設されている。また，第 2次世界大戦後には，高齢者

支援のチャリティ Age UK の前身組織が，戦時における政府調査で発覚した高齢者の貧困問

題に対処するために設立されている［八木橋，2018］。

　問題を政府に認識させ，その解決を求める活動こそが，ボランタリー・アクションに基づく

非営利組織の本質なのである。社会的企業化を促されるとしても，この本質を見失ってはなら

ないということである。とはいえ，緊縮財政では政府からの支援は期待できない上，入札や社

会的投資といった競争を勝ち抜くことも求められている。チャリティなど非営利組織も，「公

共サービス・ミューチュアル」ほどではなくとも，社会的企業化を強いられているのである。

　しかし，政府の圧力に対して，市民社会側の団体もただ受け身に行動しているわけではない。

たとえば，ロンドンのハックニー特別区で活動するチャリティ型の社会的企業「メイナーハウ

ス開発トラスト（Manor House Development Trust）」は，自治体からの資金をもとに設立された

団体だが，その後は競争的資金を獲得しながら活動を続け，若者の就労支援や退役軍人の社会

復帰などの社会問題に取り組む事業で一定の成果を収めている
16）

。自治体と協調しつつも，貧困

な地域コミュニティの再生に地道な活動を続けているのである。あくまで一例に過ぎないが，

厳しい状況の中でも，たくましく，したたかに生き残りをかけて活動しているチャリティは，

たしかに存在するのである。現在の政策パラダイムが永続的なものかどうかは，誰にもわから

ない。少なくともイギリスの場合であれば，社会的企業に本来内在するはずのボランタリー・

アクションの精神をこれからも維持し，生かすことが新しい可能性を切り拓くと考える。

　社会的企業振興策に埋め込まれていた新自由主義的性格は，「ビッグ・ソサエティ」の実行

によって浮き彫りとなった。しかし，社会的企業の基盤であるサードセクターにとって，この

状況は逆説的に自身の本質を省察する機会を与えられているとも言える。本稿では，この状況

に立ち向かう社会的企業などの事例を十分に検証できなかった。今後の研究課題として取り組

みたい。
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 〔注〕

1）たとえば，イギリスにおける社会的企業支援の中間支援組織 Social Enterprise London（現

Social Enterprise UK）は，ロンドンの協同組合と協同組合振興機関（Co-operative Development 

Agency, ＣＤＡ）を基盤とする組織が前身であった。この転換について，協同組合のブランド

の再生という側面があったとの指摘がある［Ridley-Duff et al., 2015, 56-57］。

2）第 2図で記載してある団体のうち，ホームレスが路上で雑誌を販売，自立につなげる活動を行っ

ているビッグイシューは世界的にも有名であり，日本でもビッグイシュー日本が活動を続けて

いる。ここでは，それ以外の団体について以下で簡潔に説明する。

　　グリニッジ・レジャー（Greenwich Leisure Limited）は，公共支出削減により地域のレジャー

施設の運営が厳しくなった自治体（ロンドンのグリニッジ特別区）から，それらを引き継ぐた

めに 1993 年に設立された組織である［Pearce, 2003, 63］。「公共サービス・ミューチュアル」

の先駆的な存在である。ただし，政府からスピンアウトを求められたわけではなく，危機的な

状況を打開するために，自主的に設立された組織であることに留意する必要がある。

　　メッドクリフ・コミュニティ保育所（Medcliffe Community Nursery）とは，ロンドンのイー

リング特別区で活動する登録チャリティである。児童福祉施設が不十分であるため，地域住民，

とりわけ女性の復職や職業訓練が妨げられていたことから，それらの問題に対処するために設

立された団体である［Westall, 2001, 7］。

　　コイン・ストリート（Coin Street Community Builders）とは，ロンドンのサウス・バンク

のコイン・ストリート地区の住民が，荒廃した地域の再生を目指して 1984 年に設立した社会

的企業である（法人格は保証有限責任会社（後述））。低所得層にも暮らしやすい住環境，コミュ

ニティ全体で利用できる商業施設やレジャー施設の提供，公園の管理などを行っている［ibid, 

5；Coin Street Community Builders, 2008］。

3）このような見解に立つものとして，八木橋［2018］があげられる。

4）本稿は，保守・自民連立政権以降の社会的企業振興策に焦点を当てる。労働党政権時代の社

会的企業振興策の全体的な分析については，たとえば，Somers［2013］，公益法人協会［2015］，

八木橋［2018］を参照されたい。

5）訳文は原則として，中島（智）［2016］に従った。なお，合意の全文は以下のアドレスから確

認できる。

　　https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/78979/

building-big-society_0.pdf（2019 年 11 月 30 日確認）

6）「ビッグ・ソサエティ・キャピタル」のしくみは次の通りである。まず，15 年以上取引がな

く，預金者とも連絡が取れないとった休眠預金が「請求基金（Reclaim Fund）」に移管され

る。そこから「ビッグ・ロッタリー基金（Big Lottery Fund，法的な正式名称で現在の通称は

National Lottery Community Fund）」へ資金拠出が行われる。一部は地域で活動するチャリティ
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への助成金となり，大部分がビッグ・ソサエティ・キャピタルに拠出される。最後に社会的投

資中間支援機関（Social Investment Finance Intermediaries：ＳＩＦＩｓ）を介して社会的企

業などへの投融資に活用されるしくみとなっている［水谷，2014；馬場，2017］。

7）藤井ほか［2011］がイギリス政府機関に行ったヒアリングによると，「ビッグ・ソサエティ」

の構想当初より練り込まれていたとのことである。

8）本稿における「社会的投資」とは，「投資対象の選定にあたり，シングル・ボトムラインとし

ての財務的リターンだけではなく，社会的リターンを加えたダブル・ボトムラインで判断する

ことにより，金融市場における「市場の失敗」を是正し，投資における社会性と経済性を両立

させようとするもの」と定義する［伊藤ほか，2015, 8］。

9）ローカル・ガバナンスの理論，イギリスにおける実態などについては，山本（隆）［2009］を

参照されたい。

10）なお，国家が権限を地方自治体，市場，市民社会に委譲しつつ，達成目標などを設定して積

極的に規制や管理するといったイギリスでの傾向は，わが国では小堀が早くから「規制国家」

論として指摘していた点である［小堀，2005］。

11）福祉複合体（福祉の混合経済）とは，福祉サービス供給の担い手の多元性を認めることであ

る。「福祉多元主義」とも呼ばれる。イギリスでは，1978 年公表の「ウルフェンデン報告」が

嚆矢とされる。福祉サービスは，社会に存在する 4 つのセクターあるいはシステムが，その

相互作用を通じて提供するように改革すべきというものである。その 4 つのセクターとは，

①家族や友人，隣人などがサービスを提供するインフォーマル・セクター，②市場を通じて

サービスを提供する営利セクター，③公共セクター，④非営利のボランタリー・セクターで

ある［Wolfenden，1978］。福祉複合体（福祉の混合経済）あるいは福祉多元主義については，

Johnson［1987 ＝ 1993］を参照されたい。

12）高齢福祉の民営化の展開については，たとえば，山本（惠）［2016］を参照されたい。

13）上記の法人の詳細については，以下のアドレスから確認されたい。

　　ＣＨＣＰ ＣＩＣ https://www.chcpcic.org.uk/ （2019 年 11 月 30 日確認）

　　ＮＡＶｉＧＯ https://www.navigocare.co.uk/（2019 年 11 月 30 日確認）

　　ＭｙＣＳＰ https://www.mycsp.co.uk/（2019 年 11 月 30 日確認）

14）Community Care （Mark Allen Group）の記事より。

　　https://www.communitycare.co.uk/2018/01/18/council-takes-adult-social-care-services-back-

house-viability-concerns/（2019 年 12 月 1 日確認）

　　現在のオリンパス・ケア・サービスの活動については，以下のアドレスから確認されたい。

　　https://www.olympuscareservices.co.uk/（2019 年 12 月 1 日確認）

　　なお，筆者も 2013 年 8 月 20 日に同社を訪問，シーモア（F. Seymour）代表取締役（当時）

にヒアリングを行った。彼女は，自治体は官僚的であり，独立により事業活動の自由度が増し

たことを強調していた。同時に，財務面では自治体との契約に依存していたことを認めていた。

結果的に，完全な自立はできないまま自治体に復帰したことになる。

15）同社がどのような活動を行っていたかについては，山本（隆）［2016］が詳しく紹介している。

山本は，今後も契約を勝ち取ることができるか懸念を示していたが，結果的に的中したことに
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なった。なお，同社のケンプ（D. Kemp）代表取締役（当時）には，筆者も 2017 年 3 月 25 日

にロンドンにてヒアリングを行った。

16）メイナーハウス開発トラストについては，山本（惠）ほか［2017］や山本（隆）［2017］で詳

しく紹介されている。同トラスの活動については，ホームページから確認できる。

　https://www.mhdt.org.uk/（2019 年 12 月 1 日確認）

　なお，筆者も 2017 年 3 月 22 日に同トラストの視察を行った。
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